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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の足の足裏側を配置するための靴底部と、
　前記靴底部から立ち上がり、使用者の足を包むように形成されるアッパー部と、を有し
、
　前記アッパー部は、使用者の足を挿入するための開口である履き口部と、
　前記履き口部と連接して形成される開口である足挿入用開口部と、を備え、
　前記アッパー部の前記足挿入用開口部側には、前記足挿入用開口部を閉状態又は開状態
にするための操作部が形成されると共に、付勢部を有し、前記付勢部は、前記操作部を前
記足挿入用開口部の閉状態から開状態に向かって移動させる方向に付勢力が働く構成とな
っており、
　前記操作部は、前記アッパー部の前記足挿入用開口部の上端に形成され、
　前記操作部から連なる前記アッパー部の前記足挿入用開口部側の領域には、前記付勢部
が形成され、
　前記足挿入用開口部の開状態において、前記操作部は、前記付勢部により前記開口から
上方に直立した状態で維持される構成となっていることを特徴とするベビーシューズ。
【請求項２】
　前記アッパー部の前記足挿入用開口部側は、折り畳まれることで、使用者の足の甲側に
配置される足甲当接部を形成する構成となっていると共に、
　前記操作部の操作で、前記足挿入用開口部を折り畳み又は折り畳みの解除をすることが
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できる構成となっていることを特徴とする請求項１に記載のベビーシューズ。
【請求項３】
　前記アッパー部の前記足挿入用開口部側には、折り畳み用の折り線が予め形成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載のベビーシューズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に乳幼児等が歩行等の際に使用するベビーシューズに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から乳幼児等のための靴としてベビーシューズが広く使用されている。このような
ベビーシューズについては、乳幼児等が履き易くするための構成が提案されている（例え
ば、特許文献１）。
　すなわち、同文献では、固定用ベルトと舌状当接部を一体に形成すると共に、足挿入用
開口部の長手方向（履き口部から爪先側方向）に沿って開口が広がるように構成されてい
る。このため、使用者が固定用ベルトを開く方向に操作すると、舌状当接部も共に開く方
向に移動し、且つ、その開口は足挿入用開口部の長手方向に沿って形成されるので、広い
開口となる。
　したがって、操作者が足挿入用開口部を露出させ易い構成となり、乳幼児等が履き易い
靴となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２９６０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このような足挿入用開口部の露出操作を大人である保護者が行うのであればよ
いが、靴を履く練習等をしている乳幼児にとっては、未だ手による操作が未熟なため、足
挿入用開口部を広く露出させることが困難であり、ベビーシューズを履きにくいという問
題あった。
【０００５】
　そこで、本発明は、乳幼児等の使用者が足を挿入させ易く、履き易いベビーシューズを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的は、本発明によれば、使用者の足の足裏側を配置するための靴底部と、前記靴
底部から立ち上がり、使用者の足を包むように形成されるアッパー部と、を有し、前記ア
ッパー部は、使用者の足を挿入するための開口である履き口部と、前記履き口部と連接し
て形成される開口である足挿入用開口部と、を備え、前記アッパー部の前記足挿入用開口
部側には、前記足挿入用開口部を閉状態又は開状態にするための操作部が形成されると共
に、付勢部を有し、前記付勢部は、前記操作部を前記足挿入用開口部の閉状態から開状態
に向かって移動させる方向に付勢力が働く構成となっており、前記操作部は、前記アッパ
ー部の前記足挿入用開口部の上端に形成され、前記操作部から連なる前記アッパー部の前
記足挿入用開口部側の領域には、前記付勢部が形成され、前記足挿入用開口部の開状態に
おいて、前記操作部は、前記付勢部により前記開口から上方に直立した状態で維持される
構成となっていることを特徴とするベビーシューズにより達成される。
 
【０００７】
　前記構成によれば、履き口部と連接して形成される開口である足挿入用開口部と、履き
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口部により、大きな開口を形成することができるので、使用者は足を挿入し易い構成とな
っている。
　また、アッパー部の足挿入用開口部側には、足挿入用開口部を閉状態又は開状態にする
ための操作部が形成されると共に、付勢部を有し、付勢部は、操作部を足挿入用開口部の
閉状態から開状態に向かって移動させる方向に付勢力が働く構成となっている。
　したがって、操作部がアッパー部に対して固定されている閉状態から、離脱し、移動自
由な状態となると、付勢部の付勢力で、足挿入用開口部は、自動的に開状態となり、履き
口部と連接した足挿入用開口部が形成される。
　このため、使用者にとって、足を挿入し易いベビーシューズとなる。
【０００８】
　好ましくは、前記アッパー部の前記足挿入用開口部側は、折り畳まれることで、使用者
の足の甲側に配置される足甲当接部を形成する構成となっていると共に、前記操作部の操
作で、前記足挿入用開口部を折り畳み又は折り畳みの解除をすることができる構成となっ
ていることを特徴とする。
【０００９】
　前記構成によれば、アッパー部の足挿入用開口部側は、折り畳まれることで、使用者の
足の甲側に配置される足甲当接部を形成する構成となっているので、使用者は、足挿入用
開口部を用いて、足を挿入した後、このアッパー部の足挿入用開口部側を折り畳むことで
、足甲当接部を用いて、自己の足をベビーシューズにホールド（保持）させることができ
る。
　また、このアッパー部の足挿入用開口部側の折り畳み又は折り畳みの解除は、操作部の
操作のみで可能であるので、使用者は、足挿入用開口部又は足甲当接部の形成を容易に、
ワンアクションで行うことができる。
【００１０】
　好ましくは、前記アッパー部の前記足挿入用開口部側には、折り畳み用の折り線が予め
形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　前記構成によれば、アッパー部の足挿入用開口部側には、折り畳み用の折り線が予め形
成されているので、アッパー部の足挿入用開口部側が操作部の操作で、折り畳まれる際、
適切な形状の足甲当接部が形成されるので、使用者の足を適切にホールドすることができ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、本発明は、乳幼児等の使用者が足を挿入させ易く、履き易いベビーシューズ
を提供することができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態にかかるベビーシューズを示す概略正面図である。
【図２】図１のベビーシューズの概略背面図である。
【図３】図１のべーシューズの概略平面図である。
【図４】図１の状態から使用者が操作部を保持し、図１の上方に持ち上げた状態を示す概
略図である。
【図５】図４のベビーシューズの概略平面図である。
【図６】人における足の骨格等を側面から見た概略説明図である。
【図７】足の骨格等を平面から示す概略図である。
【図８】図１のベビーシューズの靴底部の底面を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、この発明の好適な実施の形態を添付図面等を参照しながら、詳細に説明する。
　なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好まし
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い種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定
する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態にかかるベビーシューズ１について説明する。
　図１乃至図３に示すベビーシューズ１は、乳幼児の月齢７ヶ月程度から１４ヶ月程度ま
での乳幼児のためのものである。
　また、この時期の乳幼児は、歩行を完全に習得する前の状態で、歩行練習を盛んに行う
時期となる。また、この時期の乳幼児は、手すり等につかまって、立ち上がることができ
る「つかまり立ち」の時期であり、歩行としては、所謂「伝い歩き」の時期となる。
【００１６】
　図１及び図２に示すように、本実施の形態のベビーシューズ１は、使用者である例えば
、乳幼児（たっち、伝い歩き、手放し歩き時期、月齢７ヶ月程度から１４ヶ月程度、靴の
サイズ、１１．０ｃｍ乃至１２．５ｃｍ）の足裏側を配置するための靴底部１０を有して
いる。
　また、この靴底部１０から立ち上がるように、且つ乳幼児の足を包むようにアッパー部
２０が形成されている。
【００１７】
　さらに、このアッパー部２０には、乳幼児の足を挿入するための履き口部３０が形成さ
れている。
　また、図１等に示すように、ベビーシューズ１のアッパー部２０は、使用者である乳幼
児又はその保護者等が操作する操作部４０を備えている。
【００１８】
　図４及び図５に示すように、図１の状態のベビーシューズ１から、使用者が操作部４０
を保持して、図１の上方に持ち上げると、ベビーシューズ１の履き口部３０に連接して形
成される開口である足挿入用開口部５０が形成される。
　すなわち、図４及び図５に示すように、ベビーシューズ１のアッパー部２０の上部側に
は、ベビーシューズ１を履く、乳幼児の足を挿入するために十分な大きさの開口が形成さ
れることになる。
　また、操作部４０は、図４に示すように、アッパー部２０の足挿入用開口部５０側に形
成され、図１及び図４に示すように、使用者が、この操作部４０を保持して操作すること
で、後述するように、足挿入開口部５０を開状態（図４及び図５の状態）又は閉状態（図
１及び図３の状態）に変化させることができる構成となっている。
【００１９】
　このアッパー部２０の足挿入用開口部５０側には、図４に示すように、折り線が例えば
、２箇所形成されている。すなわち、アッパー部２０の足挿入用開口部５０側の内足側と
外足側を相互に当接するための折り線である第１の折り線５１と、第１の折り線５１で折
られたアッパー部２０の足挿入用開口部５０側を内足側又は外足側に倒すように折るため
の折り線である第２の折り線５２である。
【００２０】
　このように、本実施の形態では、乳幼児がその足を、図４に示すような、履き口部３０
及び足挿入用開口部５０で形成される大きな開口から挿入した後、アッパー部２０の足挿
入用開口部５０側を第１の折り線５１で折り、次いで第２の折り線５２で折ることで、図
１に示すような閉状態とする。
　そして、図１等に示す閉状態では、アッパー部２０の足挿入用開口部５０側は、これら
第１の折り線５１及び第２の折り線５２で折り畳まれて、ベビーシューズ１内の乳幼児の
足の甲側に配置される甲側当接部に変形し、ベビーシューズ１内の乳幼児の足をホールド
（保持）するための部分として機能することになる。
【００２１】
　また、図４に示すように、操作部４０の内側（裏面側）には、操作部側面ファスナ４１
が形成され、一方、アッパー部２０側には、アッパー部側面ファスナ２１が形成されてい
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る。
　したがって、使用者が操作部４０を保持して、図１に示すように、操作部側面ファスナ
４１を、アッパー部側面ファスナ２１に当接させることで、両者は係合し、操作部４０が
アッパー部２０に固定可能な構成となっている。
【００２２】
　また、この操作部４０は、図１及び図４に示すように、アッパー部２０の足挿入用開口
部５０側が折り畳まれ甲側当接部６０として機能する際に、内側に折り畳まれる部分では
なく、外側（表面側）に配置される部分から突出するように形成されている。
　したがって、図１及び図３等に示すように、アッパー部２０の足挿入用開口部５０側を
折り畳み、甲側当接部６０が形成された状態で、操作部４０をアッパー部２０に固定する
ことで、甲側当接部６０が乳幼児の足の甲側を適切に押さえることができる構成となって
いる。
【００２３】
　具体的には、図４に示す操作部４０と、これに連なるアッパー部２０の足挿入用開口部
５０側の上端側の領域が、ベルトの役割を果たす構成となっている。本実施の形態では、
ベルトの役割を果たすアッパー部２０の足挿入用開口部５０（甲側当接部６０）側の当該
部分に帯状のベルト部７０を形成している。
　すなわち、図２及び図３に示すように、ベルト部７０は、ベルト基端部７１がアッパー
部２０の内足側に位置し、操作部４０から内足側にかけて配置される。ベルト基端部７１
は、アッパー部２０に固定される構成となっている。
　したがって、上述のように、操作部４０をアッパー部２０に対し固定すると、ベルト部
７０が配置されている部分は、ベルトで固定されたと同様の状態となり、甲側当接部６０
は、乳幼児の足の甲側にしっかりと押さえつけられるように配置される。
　すなわち、ベルト基端部７１がベルトの基端部の機能を発揮し、操作部４０がベルトの
先端部の機能を発揮する構成となっている。
【００２４】
　また、図４に示すように、ベルト部７０に対応するアッパー部２０の足挿入用開口部５
０（甲側当接部６０）側の内側の少なくとも一部には、剛性のある例えば、プラスチック
製の板状の芯材８０が配置されている。この芯材８０は、操作部４０がアッパー部２０か
ら離間する方向に付勢力が発揮される構成となっている。また、芯材８０が、付勢部の一
例となっている。
【００２５】
　したがって、図１に示すように、ベビーシューズ１の操作部４０がアッパー部２０に固
定されている状態で、使用者が操作部４０を保持し、アッパー部２０から引き離すように
操作部４０を移動させると、操作部４０の操作部側面ファスナ４１とアッパー部２０のア
ッパー部側面ファスナ２１との係合が解除される。
　また、同時に、芯材８０の付勢力が作用して、操作部４０は、折り畳み状態（閉状態）
である甲側当接部６０から、その折り畳み状態が解除された状態（開状態）である足挿入
用開口部５０が形成される方向に、自動的に移動する。
　なお、折り畳み状態である甲側当接部６０の形成状態が、足挿入用開口部の閉状態の一
例であり、折り畳み状態が解除された状態である足挿入用開口部５０の形成状態が、足挿
入用開口部の開状態の一例である。
【００２６】
　このように、本実施の形態では、操作部４０を保持して、アッパー部２０から引き離す
という「ワンアクション」で、ベビーシューズ１を図４及び図５に示す、履き口部３０と
足挿入用開口部５０が連接して形成され、大きな開口が形成されるという状態に、迅速且
つ自動的に変化させることができる。
【００２７】
　また、このような大きな開口に、その足を挿入した使用者は、その後、図４に示す操作
部４０を保持して、操作部４０をアッパー部２０のアッパー部側面ファスナ２１に当接さ
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せる方向に移動させるだけで、アッパー部２０の足挿入用開口部５０側は、図４の第１の
折り線５１で折られ、次いで、第２の折り線５２で折られ、図１に示す甲側当接部６０に
変化する。
　この甲側当接部６０は、予め形成されている第１の折り線５１及び第２の折り線５２に
沿って折り畳まれて形成されるため、使用者の足の甲側に適切に当接することとなる。
　なお、アッパー部２０に形成される第１の折り線５１及び第２の折り線５２は、必ずし
も折り目である必要はなく、当該位置において折畳まれるきっかけとなればよく、例えば
、縫合部を設けることでその機能を持たせるものであってもよい。
【００２８】
　このように、本実施の形態のベビーシューズ１は、図４及び図５に示すように、使用者
が足を挿入し易く、且つ、図１に示すように、挿入した足をベビーシューズ１内に適切に
ホールドさせ易い構成となっている。
【００２９】
　さらに、例えば、乳幼児の保護者が、図４に示す開状態にして、ベビーシューズ１を靴
箱等に保管すると、使用する際、乳幼児がそのまま靴箱等から取り出し、足を挿入するこ
とができ、極めて容易にベビーシューズ１内に足を挿入することができる使用方法となる
。
【００３０】
　特に、従来から、使用者がベビーシューズを靴箱等に配置、保管するときは、履くとき
と同じ状態、すなわち、舌状当接部（甲側当接部）が足挿入用開口部を覆う状態として保
管等する場合が多い。
　これは、ベビーシューズのベルト部をアッパー部に固定しない状態、すなわち、ベルト
部が宙ぶらりんの状態（固定されず不安定な状態）とすると、ベビーシューズ全体がすっ
きりまとまらなくなるためで、使用者は、かかる事態の発生を回避するため、ベルト部を
アッパー部に固定された状態で、靴箱等に保管するようにしていた。
【００３１】
　このため、使用者が、靴箱等内に保管されているベビーシューズを履くときは、以下の
ような手順を経る必要があった。
　先ず、ベビーシューズのアッパー部に固定されているベルト部をアッパー部から引き剥
がし、その後、足挿入用開口部を覆っている舌状当接部（甲側当接部）を足挿入用開口部
から待避させ、足を挿入させた。その後、再び、舌状当接部（甲側当接部）を足挿入用開
口部を覆うように配置し、ベルト部をアッパー部に固定させることで歩行等が可能な状態
とした。
【００３２】
　また、使用者がベビーシューズを脱ぎ、靴箱等に入れようとするときは、以下のような
手順を使用者に強いることとなった。
　先ず、ベルト部とアッパー部との固定を解除し、舌状当接部（甲側当接部）を足挿入用
開口部から待避させ、足をベビーシューズから排出させる（抜く）。その後、再び、足挿
入用開口部を覆うように舌状当接部（甲側当接部）を配置して、さらに、ベルト部をアッ
パー部に固定させる。
　このような手順を経て、初めてベビーシューズは、すっきりと靴箱等に配置、保管でき
る状態となっていた。
【００３３】
　この点、本実施の形態では、靴箱等内にベビーシューズ１を配置、保管する際、上述の
ように、ベビーシューズ１は、足挿入用開口部５０の形成状態となり、図４及び図５に示
すように、操作部４０は、芯材８０の作用で、足挿入用開口部５０から待避した位置に配
置される。すなわち、操作部４０が直立した状態となる。
　これにより、ベビーシューズ１は、その形態や外観もすっきりした状態となる。また、
使用者は、直立した状態の操作部４０が持ち手となり、持ち運び移動がしやすい。
　したがって、使用者は、ベビーシューズ１を靴箱等に保管するときは、上述のように、
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従来と異なり、足挿入用開口部４０を開状態として保管できる。
【００３４】
　このように、使用者が靴箱等内に保管されている本実施の形態にかかるベビーシューズ
１を履くときは、すでに足挿入用開口部４０が開状態にある。
　このため、乳幼児は、ベビーシューズ１に足を挿入し易く、足を挿入した後は、操作部
４０を操作して、芯材８０の付勢力に抗して、操作部４０の操作部側面ファスナ４１をア
ッパー部側面ファスナ２１に係合させると、上述のように、自動的に甲側当接部６０が形
成させ、足をホールド可能な状態でベビーシューズ１を履くことができる。
【００３５】
　ところで、図１等に示すように、ベビーシューズ１は、乳幼児の足の踵が配置される部
分である踵部９０を有している。この踵部９０には、その内部に、剛性を高めるためのカ
ウンタ部９１が配置されている。
　このため、ベビーシューズ１内の乳幼児の足の踵は、踵部９０によりしっかりホールド
されることになる。
【００３６】
　また、図４に示すように、アッパー部側面ファスナ２１は、略長方形を成し、その長手
方向が、踵部９０に向かって配置されている（図４の矢印Ａ方向）。
　このため、使用者が操作部４０を、アッパー部側面ファスナ２１の長手方向に沿って配
置すると、操作部４０は、ベビーシューズ１内の乳幼児の足を図４の踵部９０へ向かって
固定することになる。
　したがって、本実施の形態では、乳幼児の足を靴底部１０側に略垂直方向に固定する場
合に比べ格段にホールド性が向上し、例えば、爪先部１００側に足がずれてしまうこと等
を未然に防ぐことができる。
【００３７】
　また、図６に示すように人の足には矢印Ｂで示す部分に足高点Ｂと称される部分があり
、この足高点Ｂより爪先部１００側に、操作部４０及びベルト部７０が配置されると、ベ
ルト部７０等は、ベビーシューズ１内の乳幼児の足を靴底部１０側に押しつけることにな
り、これは上述のように、足のホールド性が低下する。
　この点、本実施の形態では、操作部４０が、アッパー部２０に固定されたときは、この
ベルト部７０等は、足高点Ｂに対応する位置に配置されるので、足のホールド性が確保さ
れることになる。
　なお、図１及び図２のベルト部７０の下縁部分が、足高点Ｂに対応して配置されると、
さらにホールド性が高まることになる。
【００３８】
　また、本実施の形態では、図１等に示すように、ベビーシューズ１の爪先部１００には
、その表面に合皮１０１が配置され、剛性が高められている。
　ところで、乳幼児、特に月齢９ヶ月から１２ヶ月程度までの乳幼児は、歩行動作の練習
の際、足指を上下左右に動かすことで、そのバランスを取っている。
　したがって、爪先部１００の構成により、ベビーシューズ１の爪先部１００は形状が保
持され、その内側には、所定の空間が確保される。このため、乳幼児等がベビーシューズ
１内で足指を上下左右に動かすことができる。
　このように、本実施の形態のベビーシューズ１では、爪先部１００の形状が保持されて
いるので、乳幼児のかかる足指の動きを妨げない構成となっており、乳幼児が歩行動作の
練習をし易い構成となっている。
【００３９】
　また、本実施の形態では、図３に示す、履き口部３０の上端部である履き口部上端３１
及び甲側当接部６０の上端部である甲側当接部上端６１の内部には、スポンジ等のクッシ
ョン部が配置されている。
　したがって、足挿入用開口部５０を折り畳んで甲側当接部６０とし、図３等に示す状態
とすると、ベビーシューズ１内の乳幼児の足首は、甲側当接部上端６１と履き口部上端３
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　このため、乳幼児の足首に対し、強めに甲側当接部６０を当接させても、甲側当接部上
端６１及び履き口部上端３１内のクッション部のスポンジ等が変形するので、乳幼児の歩
行を妨げることなく、足首に対するホールド性も向上させることができる。
【００４０】
　ところで、乳幼児が歩行等をする際には、踵を上げて足指を屈曲させる動作をよく行う
が、このとき、足指の屈曲する部分が、足指屈曲線と呼ばれている。
　図７に示すように、足指は親指側である第１趾から小指側である第５趾まで配置され、
その各指の中足指関節及びその周辺である、図において矢印Ｇで示す領域に足指屈曲線が
形成される。
　この足指屈曲線に沿って屈曲する足の屈曲運動は、歩行及び足の発育に際し、重要な動
作であるため、この足指屈曲線に沿って屈曲し易いベビーシューズであることが重要な要
素となる。
【００４１】
　本実施の形態では、図８に示すように、靴底部１０の底面側には図７の足指屈曲線に対
応する複数の溝部１０ａが形成されている。
　このように、溝部１０ａは、靴底部１０の幅方向（短手方向）に配置されている。
　したがって、乳幼児が歩行に際し、足指屈曲線で足を屈曲する際、靴底部１０の溝部１
０ａも追従して、変形、屈曲し、乳幼児の歩行に際し行われる足指の屈曲を妨げない構成
となっている。
【００４２】
　なお、本実施の形態にかかるベビーシューズ１の操作部４０の表面側（操作部側面ファ
スナ４１の形成面の反対側）に、面ファスナを設けることができる。
　この場合、ベビーシューズ１の操作部４０が、芯材８０の付勢力で、図４に示すように
配置され、１足のベビーシューズ１を靴箱等内に保管する際に効果を発揮する。
　すなわち、左右のベビーシューズ１の内足側に配置される操作部４０の表面側を、面フ
ァスナ同士を係合させることできる。そして、これにより、一足のベビーシューズ１をま
とめることができ、左右のベビーシューズ１が分離して、紛失等することを未然に防止す
ることができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１・・・ベビーシューズ、１０・・・靴底部、１０ａ・・・溝部、２０・・・アッパー
部、２１・・・アッパー部側面ファスナ、３０・・・履き口部、３１・・・履き口部上端
、４０・・・操作部、４１・・・操作部側面ファスナ、５０・・・足挿入用開口部、５１
・・・第１の折り線、５２・・・第２の折り線、６０・・・甲側当接部、６１・・・甲側
当接部上端、７０・・・ベルト部、７１・・・ベルト基端部、８０・・・芯材、９０・・
・踵部、１００・・・爪先部、１０１・・・合皮
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